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【解約返戻金】
保険契約を解約した場合に、保険契約者に返戻する保険料のことで

す。保険の種類や契約方式により、返戻金の有無や金額は異なりま
す。

【契約の解除】
保険契約者または保険会社の意思表示によって、契約がはじめから

なかったと同様の状態に戻すことをいいます。ただし、多くの保険約
款では、告知義務違反などの場合の解除は保険始期まで遡らず、将来
に向かってのみ効力を生じるように規定しています。

【契約の失効】
保険契約が将来に向かって効力を失い終了することをいいます。例

えばペットが亡くなった場合は保険契約は失効となります。

【告知義務】
保険契約の申込みの際に保険会社に対して重要な事実を申し出、ま

たは不実を申し出ない義務をいいます。この重要な事項について事実
と異なることを申し出た場合、保険契約が無効となったり、解除され
ることがあります。

【事業費】
保険会社が事業を行うための経費で、損害保険会計では「損害調査

費」「営業費及び一般管理費」「諸手数料及び集金費」を総称したもの
です。

【支払備金】
決算日までに発生した保険事故で、保険金が未払いのものについ

て、保険金支払のために積み立てる準備金のことをいいます。

【責任準備金】
将来の保険金支払などの保険契約上の保険会社が負う債務に対し

て、あらかじめ積み立てておく準備金をいいます。これには、次年度
以降の債務のためにその分の保険期間に対応する保険料を積み立てる
「普通責任準備金」、異常な大災害に備えるための「異常危険準備金」
などの種類があります。

【損害率】
収入保険料に対する支払保険金の割合のことで、保険会社の経営分

析や保険料率の算定に用いられます。通常は、正味支払保険金に損害
調査費を加えて正味収入保険料で除した割合を指します。

【そんぽＡＤＲセンター】
保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関であ

る一般社団法人日本損害保険協会が設置する損害保険会社の営業活動
に関する苦情や紛争対応を行う専任組織。損害保険会社に苦情解決依
頼をするなど適正な解決に努めるとともに、当事者間で解決がつかな
い場合には専門の知識や経験を有する弁護士等が中立・公正な立場か
ら紛争解決手続きを行います。

【通知義務】
保険期間中、保険会社があらかじめ定めた事項に変更が生じた場合

に、保険契約者または被保険者が保険会社に遅滞なく連絡する義務を
いいます。故意または重過失によって遅滞なく通知しなかった場合
は、保険契約が解除されたり、保険金が支払われないことがありま
す。

【被保険者】
保険の補償を受ける人、または保険の対象になる人をいいます。保

険契約者と同一人のこともあり、別人のこともあります。

【被保険利益】
ある物に偶然な事故が発生することにより、ある人が損害を被るお

それがある場合に、そのある人とある物との間にある利害関係を被保
険利益といいます。損害保険契約は損害に対し保険金を支払うことを
目的とするので、その契約が有効に成立するためには、被保険利益の
存在が前提となります。

【保険期間】
保険の契約期間、すなわち保険会社が責任を負う期間をいいます。

この期間内に保険事故が発生した場合にのみ、保険会社は保険金を支
払います。ただし、特に約定がある場合を除き、保険期間中であって
も保険料が支払われていないときには保険会社の責任は開始しないた
め、保険金は支払われません。

【保険金】
保険契約により補償される事故によって損害が生じた場合に、保険

会社が被保険者にお支払いする金銭をいいます。

【保険金額】
保険事故が発生した場合に、保険会社がお支払いする保険金の限度

額です。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定めら
れます。

【保険契約者】
保険会社に対し保険契約の申込みをする人のことで、契約が成立す

れば保険料の支払義務を負います。保険契約者が同時に被保険者とな
る場合もあり、他人が被保険者となる場合もあります。

【保険契約準備金】
保険契約に基づく保険金支払などの責任を果たすために保険会社が

決算期末に積み立てる準備金で、支払備金、責任準備金等がありま
す。

【保険契約申込書】
保険契約の申込みをする際に保険契約者が記入・自署し、保険会社

に提出する所定の書類等のことです。

【保険事故】
保険契約において、保険会社がその事実の発生を条件として保険金

の支払いを約束した偶然な事実をいいます。

【保険証券】
保険契約の成立およびその内容を証明するために、保険会社が作成

して保険契約者に交付する書面をいいます。

【保険約款】
保険契約の内容を定めたもので、保険契約者の保険料支払や告知・

通知の義務、また保険会社が保険金を支払う場合の条件や支払額等に
ついて記載されています。保険約款には、同一種類の保険契約すべて
に共通の契約内容を定めた普通保険約款と、普通保険約款の規定内容
を補充・変更・排除する特別約款（特約）とがあります。

【保険料】
保険契約者が保険契約に基づいて保険会社に支払う金銭のことで

す。

【免責】
保険金が支払われない契約上の事由のことです。保険会社は、保険

事故が発生した場合には保険契約に基づいて保険金支払の義務を負い
ますが、特定の事由が生じたときには例外としてその義務を免れるこ
とになっています。例えば、戦争その他変乱によって生じた事故、保
険契約者が自ら招いた事故、地震・噴火・津波等による事故がありま
す。保険約款に「保険金を支払わない場合」等として記載されていま
す。

【免責金額】
一定金額以下の損害について、保険契約者または被保険者が自己負

担するものとして設定する金額のことで、免責金額を超える損害につ
いては、免責金額を控除した金額を支払う方式と、損害額の全額を支
払う方式があります。




